
各審査の書類に関する質疑回答表

第一次審査書類に関する質問への回答

第1 1 (1)

1 募集要項 2 5 2 (1) 施設数の変更

本市の都合等により変更となる場合がある
との記載がありますが、具体的にどの様な
ケースを想定されていますでしょうか。
また、施設変更により生じた追加費用は、
貴市に負担いただけるものと考えてよろし
いでしょうか。

当該記載内容は、施工時期の変更について可
能性があることを示すものであり、事業期間
中における対象施設数の変更はありません。
各年度における実施施設数が変更となるケー
スとしては、実施時期（年度）に緊急工事が
発生し、やむをえず実施時期（年度）を変更
しなければならない場合等を想定していま
す。
当該変更により発生する費用負担について
は、その内容により異なるため、協議により
決定します。

2 募集要項 7 6 3 (2)
太陽光発電設備
完成時の支払い

令和9年度以前に竣工した場合、支払いは前
倒し頂けるものと考えてよろしいでしょう
か。

補助金の支払いは令和９年度になりますの
で、支払いの前倒しはできません。
施設の竣工も令和９年度中である必要があり
ますので、スケジュールをご検討ください。

3 募集要項 7 6 3 (2)
太陽光発電設備
完成時の支払い

提案から施工まで期間が空く場合、物価変
動のリスクや太陽光発電設備の仕様変更
（提案時の商材が販売中止等）が懸念され
ます。そのため、出来る限り早期の施工を
検討しておりますが、令和9年度の竣工を貴
市より指定され、支払いの前倒しが不可で
あった場合、物価変動のリスク等は貴市に
負担いただけるものと考えてよろしいで
しょうか。

市有施設太陽光発電導入（PPA）事業に係る物
価リスクについては、別添資料４に示すとお
り事業者負担を原則としております。
なお、要求水準書13ページ「1.4. 事業費用」
の「ケ」に記載しているように、物価の著し
い変動があった場合には、単価の見直しに関
する協議を求めることができるものとしてい
ます。

4 募集要項 10 2 1 (2) ⅳ 協定書の締結

本項目に基づき、「様式Ⅱ-6」および「様
式Ⅱ-7」の締結が必要と認識しております
が、業務分担および責任範囲等が定まって
おれば、片一方のみの協定書締結でも問題
ございませんでしょうか。

コンソーシアムで応募するにあたり、各構成
企業の業務分担及び責任範囲等を明確にする
ために全構成企業が当事者となる「様式Ⅱ-
6」に準じたコンソーシアム協定書を締結し提
出してください。この協定書は、必ず提出し
ていただく必要があります。
また、コンソーシアムの構成企業が、各事業
の一部（市有施設照明設備改良事業の建設工
事を想定）を実施するために共同企業体を組
成する場合は、「様式Ⅱ-7」に準じた共同企
業体協定書を締結して提出してください。共
同企業体を組成せずに各事業を実施する応募
者は、この協定書の提出は必要ありません。

5 募集要項 14 2 2 (2) ①
設計業務担務の
企業

施工業務と工事監理業務は同一企業の実施
不可とあるが、設計業務は同一企業での実
施で問題ございませんでしょうか。

施工業務と設計業務、または工事監理業務と
設計業務を同一企業で実施することは差し支
えありません。

6 募集要項 14 2 2 (2) ② 履行実績

「本事業と同種・類似事業」とあるが、同
項目（）内記載の内容を満たしていれば問
題ございませんでしょうか。例えば、民間
施設における50kW以上のPPA事業等を想定し
ています

差し支えありません。

7 募集要項 14 2 2 (2) ② 一級建築士

一級建築士は外部委託での手配を想定して
おりますが、費用等の積算前であり、現時
点では発注先が決定していない状況です。
第一次審査は今後の調整として申請をして
も問題ないでしょうか。

配置予定の一級建築士は必ず記載してくださ
い。
ただし、外部委託により一級建築士を配置す
る場合、当該委託契約締結前である等の事情
により配置予定の一級建築士の情報を記載及
び書類を添付することができないときは、企
業名・所在地の欄に委託契約締結予定企業の
情報を記載の上、別途委託契約締結前である
等の事情を記載した書類（任意様式）をもっ
て仮確認とさせていただきます。その場合、
本市より当該企業への確認の連絡を行う可能
性があります。また、提案書の受付締切（11
月22日正午）までに、一級建築士の情報（氏
名・保有資格・企業名・所属・役職・所在
地・経験年数）及び必要書類（保有資格を証
する書類の写し）の提出がなければ、要件を
満たさないため失格とします。
なお、市有施設太陽光発電設備導入（PPA）事
業については、本市との契約締結後から竣工
までの期間が長いことから、やむを得ない事
情等により、配置予定の一級建築士を変更す
ることを認めます。

第２回　枚方市公共施設への電力供給等業務事業者選定審査会　資料２

No. 資料名 頁

該当箇所

項目名記載例） 質問内容 回答
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第1 1 (1)
記載例） 質問内容 回答No. 資料名 頁

該当箇所

項目名

8 募集要項 14 2 2 (2) ③ 電力の供給実績

28,000,000キロワット時（年間）の供給実
績は、複数施設の供給実績の合算値でも問
題ないでしょうか。

電力調達の供給実績は、同一年度であれば、
複数施設の供給実績の合算値で問題ありませ
ん。

9 募集要項 14 2 2 (2) ③ 電力の供給実績

官公庁の電力供給実績は過去にさかのぼっ
て実績を提示しても問題ないでしょうか。

差し支えありません。

10 募集要項 15 2 5 再委託の禁止

PPA事業等は構成企業（小売電気事業者）だ
けでの対応が出来ないため、施工企業との
連携を考えています。本市の承諾を受けた
場合はこの限りではないとありますが、具
体的にどの様に貴市の承諾を受ければよい
かご教示ください。

再委託の承諾を受ける場合は、契約締結後、
再委託を行う前に、受注者から再委託承諾申
請書の提出を受けて、発注者が再委託承諾通
知書を交付することにより行うこととなりま
す。

なお、再委託を承諾する場合においては、公
共工事における一括再請負の禁止に係る国通
知を参考としており、実質的な関与の部分
（履行計画の作成、履行進捗状況の管理、品
質・安全管理※、市との協議・調整等）につ
いては再委託できませんのでご留意くださ
い。

※PPA事業においては、小売電気事業者が対象
であることから、実質的な関与の部分につい
ては、これに準じて判断する。

11 募集要項 15 2 2.5 f 再委託等の禁止

当社のPPA事業では、グループ会社に業務の
一部の再委託を予定している。再委託先の
承諾については、事業者決定後でよろしい
でしょうか。

No.10のとおり。

12 募集要項 17 4 2 (2) 現地確認

現地確認について、施工企業の選定が未実
施であり、提示されたスケジュールでは対
応が出来ない状況です。第一次審査終了後
に再度現地確認を実施いただくことは可能
でしょうか。

一次審査後に現地確認期間は設けていませ
ん。

13 募集要項 19 4 2 (5) ③ 提出部数

提案書はリングファイルとの指定がある
が、参加表明及び一次審査の書類提出は
ファイル種類の指定なしの認識でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

14 募集要項 22 1 提出書類の内容

提出部数は、5部（正本：1部、副本４部）
とあるが、様式集7項2,4,(3),6)データの提
出には・第一次審査に関する提出書類及び
第二次審査に関する提出書類については、
各情報がすべて保存されているDVD-R等の電
子媒体を２部提出すること。となっていま
すがどちらが正しいでしょうか。

参加表明書及び第一次審査に関する提出書類
を提出する際には、5部（正本：1部、副本４
部）と第一次審査に関する提出書類を収めた
DVD-R等の電子媒体を２部を提出してくださ
い。
第二次審査に関する提出書類を提出する際に
は、10部（正本：1部、副本9部）と第二次審
査に関する提出書類を収めたDVD-R等の電子媒
体を２部を提出してください。

15 募集要項 22 1 副本

副本については、正本の内容をそのままコ
ピーし準備しても問題ございませんでしょ
うか。

差し支えありません。

16 募集要項 22 1 提出書類の内容

副本とは正本のコピーとの認識でよろしい
でしょうか。

差し支えありません。

17 要求水準書 2 7
部分引渡し時の
支払い

施設ごとに～に部分引渡しをすることを原
則とするとありますが、支払いも引渡しご
とに頂けるものと考えてよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

18 要求水準書 12 1 1 (3) 対象施設の追加

3施設以外の施設を対象とした提案が可能と
ありますが、対象の3施設は提案必須とし
て、提案上限額の範囲内で、その他施設に
においても提案者より自由提案が可能との
認識で相違ございませんでしょうか。

お見込みのとおりです。
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第1 1 (1)
記載例） 質問内容 回答No. 資料名 頁

該当箇所

項目名

19 要求水準書 12 1 1 (3) 対象施設の追加

3施設以外の提案可否確認するため、別途の
現場確認や図面提供をお願いする事は可能
でしょうか。

提案可否確認のために図面の提供を希望され
る場合は、第二次審査の書類に関する質問
（期間：令和6年10月8日～10月25日午後5時ま
で）として、提案を検討する具体的な施設の
名称と図面等の提供を希望する旨をご記載い
ただければ可能な範囲で個別に提供します。
また、追加施設の提案に伴う現場確認につい
ては、図面等の提供と同様に希望日時（11月1
日以降）をご記載いただければ、可能な範囲
で調整します。
この場合、質問の内容が応募者の提案内容に
係るものであるため、当該質問及び回答につ
いては質問者のみに回答を行い、公表は行い
ません。

20 要求水準書 16 4 カ 移設時の対応

移設に伴うPPA設備の運転停止期間は事業期
間に含まれないものとありますが、仮に半
年間発電停止した場合、事業終了期間を半
年間延長するという意味合いでしょうか。

当該箇所において、「運転停止期間が長期間
にわたる場合は協議するものとする。」と記
載しているとおり、協議により対応を決定し
ます。

21 要求水準書 21 3 イ
環境価値の移転
量の確認

契約における電力供給が終了後翌月10日ま
でにとありますが、事業期間の終了時（5年
後）の認識で相違ございませんでしょう
か。

提出は、毎年度行ってください。

22 様式集 34 11
元請け実績・参
加資格要件①を
証する書類

参加資格要件①の実績について、発注者名
や施工場所等、第3者の個人情報に関連する
情報は伏せて記載しても問題ございません
でしょうか。また、契約書等の証憑につい
ても、該当部分を黒塗り等で加工の上での
提出を考えております。

個人情報や契約上提示が難しい部分について
は、黒塗り等の処理をしていただいて構いま
せん。
ただし、元請実績や要件を確認するために必
要な情報（発注者の区分（公共・民間）、金
額、規模など）については、分かるようにし
てご提出ください。

23 様式集 34
PPA事業者の参
加資格要件に関
する調書

「（注１）市有施設太陽光発電設備導入
（PPA）事業を担当する企業はすべて本様式
を作成してください。」とあるが、PPA事業
を担当する企業とは、貴市との契約締結を
行う事業者のみで良く、再委託先、協力企
業（下請企業等）は不要という理解で合っ
ておりますでしょうか。

お見込みのとおりです。

24
様式集
様式Ⅱ-12

35
・
36

3.4 提出書類の確認

実績を有することを証する書類は、必ずし
も契約書である必要は無いという認識でよ
ろしいでしょうか。

参加資格要件②に示す予定使用電力量と同量
の電力供給の実績が証明できるもの、及び、
官公庁発注による電力供給の実績が証明でき
るものであれば必ずしも契約書である必要は
ありません。

№

様式Ⅱ
-11

第3

第4

様式Ⅱ

第3



※質問者の提案内容に係る質問の回答については当該質問者のみに回答を行い、その質問及び回答については非公表としています。

第1 1 (1)

要求水準書
参考資料1
09-1_総合スポーツセン
ター（体育館）

5

要求水準書
別添資料1

13

2

要求水準書
参考資料1
07_第一学校給食共同調
理場

1 殺菌灯がプロットされていますが、要求水準
に合致するLEDの殺菌灯が存在しないため、
除外しても良いでしょうか。

対象外とします。

3

要求水準書 6 ア 「設計図（平面図プロット図）・照明姿図を
作成すること。」とありますが、設計図及び
照明姿図はCADで作成するものと考えて良い
でしょうか。若しくはメーカーの提案書ベー
スでしょうか。また、CADで作成する場合、
建築図のCADデータは頂けるものと考えて良
いでしょうか。

設計段階では問題なく施工できるレベルであ
ればCADで作成する必要はありません。ただ
し、施工後の完成図についてはCADで作成を
してください。
建築図のCADデータについては保有している
ものについては提供しますが、紙やPDFしか
ない施設については建築図を含めCADで作成
することを基本としますが、詳細は協議によ
るものとします。

4

要求水準書 7 それぞれの提出書類はデータでの提出を求め
られますか。データ提出かつ図面がCADデー
タでの提出を求められる場合、CADデータ種
類（拡張子）を教えてください。

データでの提出が必要な書類は現地調査写
真、積算書（Excel）になります。設計図に
ついては№3のとおりです。CADデータについ
てはJWCAD(.jww)になります。

5

要求水準書 7 照度計算書の提出が求められていますが、設
計時点での照度計算の整合性をとるため、改
修対象建物建物竣工時の照度計算書を設計業
務着手前にお示しして頂くことは可能でしょ
うか。

ほとんどの施設が古いため、竣工当時の設計
資料はありません。

要求水準書
参考資料1
03-1_楠葉生涯学習市民
センター・楠葉図書館

1

要求水準書
参考資料1
03-2_北部支所・楠葉な
みき小規模保育施設

3

7

要求水準書
参考資料1

全
般

施設の更新対象器具でLEDとなっている器具
が多数ありますが、更新の有無を教えてくだ
さい。

本事業の対象とする範囲内の照明器具は、す
べてLED照明器具に更新することが前提とな
りますが、既に一体型LED照明器具に更新さ
れている箇所については、本事業で更新する
必要ありません。
なお、事前にLED照明器具であることを応募
者自らが確認し、公募の段階で、LED照明器
具に取り替えない提案をいただくことも可能
ですが、その後の調査において当該箇所の照
明をLED照明器具に取り替える必要が生じた
場合、市に対し、追加の費用請求はできませ
んので、ご留意ください。

回答

3

表
2-1

表
2-1

第二次審査書類に関する質問への回答

No. 資料名 頁

該当箇所

項目名 質問内容
記載例）

6

現地確認をしましたが、添付資料のエリアは
LED照明になっています。今回事業での取替
の有無を教えてください。
添付：「質疑6資料」

本事業の対象とする範囲内の照明器具は、す
べてLED照明器具に更新することが前提とな
りますが、既に一体型LED照明器具に更新さ
れている箇所については、本事業で更新する
必要ありません。
なお、事前にLED照明器具であることを応募
者自らが確認し、公募の段階で、LED照明器
具に取り替えない提案をいただくことも可能
ですが、その後の調査において当該箇所の照
明をLED照明器具に取り替える必要が生じた
場合、市に対し、追加の費用請求はできませ
んので、ご留意ください。

1

要求水準別添資料からメインアリーナの照明
更新は除外エリアとなっていますが、同空間
にある観客席の照明器具は更新対象でしょう
か。更新には大規模な足場が必要となりま
す。また、参考資料にあるプロット図では非
常照明しかプロットされておりませんが、現
地には高天井用の器具もあります。
添付：「質疑1資料」「質疑1写真」

大規模な足場が必要となる高天井照明、及び
同空間にある照明器具は対象外とします。



第1 1 (1) 回答No. 資料名 頁

該当箇所

項目名 質問内容
記載例）

8

要求水準書
参考資料1

全
般

各施設の更新対象エリア内でプロットされて
いない器具が多数ありますが、更新の有無を
教えてください。

要求水準書5ページ「1.1．対象施設等の概
要」の「(3)」に示すとおり、募集要項「別
添資料１　事業対象施設一覧」に示す施設に
設置された照明器具のうち、要求水準書「別
添資料１　市有照明設備改修事業対象外エリ
ア平面図」に示す対象外の範囲を除いた範囲
が市有施設照明設備改修事業の対象とする範
囲になります。
そのため、要求水準書「参考資料１　既存照
明器具一覧」及び「参考資料２　市有施設照
明改良事業対象施設に関する図面」にプロッ
トがない照明器具についても、LED照明設備
の更新対象となります。

9

要求水準書
参考資料1
07_第一学校給食共同調
理場

3、
4

第一学校給食共同調理場の1階事務室、2階休
憩室のキッチンスペースの照明器具につきま
してはキッチン設備の一部とみなし、対象外
させて頂いて宜しいでしょうか。
添付：「質疑9資料」

対象外とします。

10

募集要項 1 共通
不可抗力リスク

対象事業(PPA)について、負担者欄には事業
者のみ〇となっています。
本事業は20年という長期にわたるため、通常
の予見可能な範囲を超える天変地異等が発生
した場合は、事業者だけがリスクを負うので
はなく、柔軟に協議させていただくことは可
能でしょうか。

市有施設太陽光発電導入（PPA）事業は、事
業者がPPA設備を所有し、自らの責任におい
て実施する事業であることから、不可抗力に
よる損失等についても、原則として事業者が
負担するものとしております。

11

募集要項 1 維持管理リスク
施設損傷リスク

対象事業（PPA事業）に関して、「第三者の
過失等によるもの」とありますが、保険また
は同等の措置により対応できるものは事業者
負担が考えられるものの、不可抗力リスクで
記載されているような予見可能な範囲を超え
る「第三者の行為」による損傷の程度や要因
によっては、保険適用範囲を超えることが想
定されるため、協議をさせていただくことは
可能でしょうか。

PPA設備は事業者が所有するものであり、第
三者の責めに帰すべき事由による損傷につい
ては、当事者である第三者と事業者が協議し
て対応する事象であるとの認識から、原則と
して、事業者のリスクとして取り扱うものと
しています。

12

要求水準書 13 1 1.4 ケ. 事業費用 「施設の用途変更などによる需要や物価の著
しい変動があった場合協議を求めることがで
きる」とありますが、貴市が予見できないよ
うな施設の電力需要の著しい減少などにより
太陽光で発電した電力が十分に自家消費でき
ない場合などは、サービス料金単価の見直し
などを協議させていただけますでしょうか。

事業者の帰責事由によらない事象により、電
力需要の著しい変動が生じた場合について
は、協議を行うことができるものとしていま
す。

13

要求水準書 12 1 1.2. オ． 事業概要 「事業終了後に本市がPPA設備の撤去を求め
る場合（中略）、受注者はPPA設備を撤去す
る。」と記載がありますが、無償譲渡後の撤
去ではなく、事業終了とともに速やかに撤去
をするということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

14

要求水準書 16 4 カ． 運転停止期間 「移設に伴うPPA設備の運転停止期間に関し
ては（中略）、運転停止期間が長期間にわた
る場合は協議するものとする。」と記載があ
り、第一次審査に対する質問No.20に「半年
間」との言及がありますが、これらを踏まえ
「長期間」を「6か月以上」と考えてよろし
いでしょうか。

第一次審査に対する質問No.20の回答につい
ては、「長期間」の判断を行ったものではあ
りません。
改修工事等により、PPA設備の一時的な運転
停止や撤去・移設が必要になる状況がある場
合には、その期間の長短にかかわらず、事前
に情報を共有・協議したうえで、対応を検討
することが想定されます。
ここで対応策は１つとは限らず、「長期間」
の判断基準を一律に定めることは合理的とは
いえないことから、どの程度の期間を長期間
とみなすかについて、協議において決定する
ものとしています。

15

要求水準書 17 5 ウ． 事業終了後の撤
去

「事業終了後に本市が設備の撤去を求める場
合（中略）、受注者はPPA設備を撤去す
る。」と記載がありますが、無償譲渡後の撤
去ではなく、事業終了とともに速やかに撤去
をするということでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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第1 1 (1) 回答No. 資料名 頁

該当箇所

項目名 質問内容
記載例）

16

様式集
様式Ⅳ－３－２

52
、
53

市有施設電力調
達業務の価格提
案

電力調達業務のＡ価格について
算定するにあたり、燃料調整費、再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金の単価の指定、ある
いは適用月分等の指定はございますでしょう
か。

特に指定はありません。
なお、要求水準書21ページ「2.11．燃料費調
整等」の「ア」に記載しているように、燃料
費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課
金の算定方法については、当該地域を管轄す
る一般電気事業者が定める供給条件に準ずる
ものとしています。

17

要求水準書 21 3 イ 再生可能エネル
ギー電力の確認

特定電源割当証明書（内訳含む）の提出は契
約における電力供給が終了後翌月10日までと
記載がございますが、非化石価値取引市場を
利用する場合、年度分最終取引結果が、翌年
５月頃に取引市場から弊社に通知されるた
め、お客さまへの移転量を証明する特定電源
割当証明書（内訳含む）は、翌年６月下旬頃
に提出させていただくことでよろしいでしょ
うか。

取引市場からの通知後の提出で差し支えあり
ませんが、通知がされ次第、速やかにご提出
ください。

18

要求水準書 20 2 9 電気料金の算定 電力調達業務の価格提案について
電力調達業務の価格提案には、再生可能エネ
ルギー価格も含めた金額という認識でよろし
いでしょうか。

お見込みのとおりです。

第4

第4

（3）



Administrator
テキストボックス
質疑１資料



Administrator
テキストボックス
質疑１写真



Administrator
テキストボックス
質疑６資料





Administrator
テキストボックス
質疑９写真


